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こども部こども政策課 

 

「習志野市こども園整備と既存市立幼稚園・保育所再編計画 第 2 期計画」の 

策定について 

 

１．計画策定の目的 

 

本市は、子どもを取り巻く急激な社会変化を敏感に捉え、平成 15 年度策定の  

「こども園構想」及び平成 21 年度策定の「こども園整備と既存幼稚園・保育所再

編第 1期計画」において、在宅の親子も含めた約９,000人の乳幼児全体への支援と

子どもと子育て家庭を支援する施策を時代に応じて変化させてきました。 

第１期計画においては、２か所の地域の子育ち子育ての拠点となるこども園の 

新設、2か所の公立保育所の私立化を図りました。 

第１期計画期間に本市の子どもやその保護者を支援する取り組みは、国がその方

向性を示すものとなりました。このことから第２期計画については、市民や民間と

協働で地域の子どもとその保護者を支援していこうとする 1期計画の理念を継承し、

さらに新しい国の制度や本市の「公共施設再生計画」を踏まえて、市民の皆様のご

意見をいただきながら第２期計画を策定してまいります。 

 

２．計画期間 

 

計画期間は、「習志野市新基本構想、基本計画」の計画期間に合わせて 

平成 26年度から平成 31年度を期間とします。 

 

３．策定スケジュール （予定） 

  ５月上旬・・・・・・・・・素案策定 

  5 月中旬より６月・・・・・素案の市民説明 

  7 月・・・・・・・・・・・福祉問題審議会にて協議 

  8 月・・・・・・・・・・・パブリックコメントの実施 

  8 月・・・・・・・・・・・福祉問題審議会にて諮問 

   9 月・・・・・・・・・・・最終案の確定 

  


